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船舶事故調査報告書 

 

平成２５年５月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年１月３０日（水） １６時１３分ごろ  

発生場所 長崎県五島市椛
かば

島南東方沖  

五島市所在の鷹
たか

ノ巣
す

鼻灯台から真方位１４２°５,２００ｍ付近 

（概位 北緯３２°４３.０′ 東経１２９°０２.４′） 

事故調査の経過  平成２５年１月３１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 優美
ゆ う み

丸、５.７トン 

   ＮＳ２－２３１６０（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.４５ｍ（Lr）×２.６３ｍ×０.８１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２７９.４９kＷ、平成７年４月    

Ｂ 遊漁船 第三新栄
しんえい

丸、４.９トン 

   ＮＳ３－５０５７３８（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.９４ｍ（Lr）×２.６９ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２７９.４９kＷ、平成８年１月１０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録 日 平成３年９月１２日 

    免許証交付日 平成２３年９月１６日 

（平成２８年９月１５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録 日 平成１４年１２月１６日 

    免許証交付日 平成２４年１０月２日 

           （平成２９年１２月１５日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし                       

Ｂ なし    

 損傷 Ａ 右舷船首部に破口を伴う凹損及び船底に擦過傷 

Ｂ 全損 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客２人を乗せ、椛島南東方

沖を釣り場に向け、約１７ノットの速力で自動操舵により西進した。 
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船長Ａは、操舵室の操縦席に腰を掛けて見張りをしながら、操縦席

左横の床に腰を下ろしていた釣り客の 1 人と雑談をしていたが、釣り

場の鷹ノ巣鼻灯台南南東方沖の角
かど

ノ曽根付近にいるＢ船を３海里レン

ジで使用していたレーダー及び目視で確認した。 

船長Ａは、平成２５年１月３０日１６時１２分ごろ自動操舵から手

動操舵に切り換え、針路を約５°右方に変針してＢ船に向ける針路と

した後、しばらくして釣り客の方へ視線を向けて雑談をし、Ｂ船に視

線を戻したときにはＢ船は目前に迫っていた。 

船長Ａは、とっさにクラッチを中立から後進にして機関の回転数を

上げたが、１６時１３分ごろ、椛島南東方沖において、Ａ船は、船首

部とＢ船の右舷船首部とが衝突し、Ｂ船の船首部に乗り上げた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客３人を乗せ、椛島南東方

沖で船首をほぼ北東に向けて錨泊し、釣り客に釣りを行わせていたと

ころ、衝突の５分前ごろ、船長Ｂが、東方から接近してくるＡ船を認

めた。 

船長Ｂは、釣り客にＡ船が接近してくることを伝えて操舵室に入

り、魚群探知機を見てから、ＧＰＳプロッターで位置を確認した後、

操縦席に腰を掛けてＡ船を見ていた。 

船長Ｂは、遊漁船業仲間である船長Ａと親しく、釣り場で会うとお

互いに接近して釣果の情報を交換し合う仲であり、接近してくるＡ船

に何の不安も感じなかった。 

船長Ｂは、Ａ船が約３０～４０ｍまで接近しても減速する気配がな

いので、衝突の危険を感じて開いていた右舷側の窓から右舷船首側に

いた釣り客１人に大声で危ないと叫んだところ、釣り客は船尾方向に

避難し、その直後、両船が衝突した。 

Ａ船は、Ｂ船の船首部に乗り上げた状態で動けなくなり、衝突して

から約１時間後、Ｂ船が徐々に浸水して半沈没状態となった頃、Ａ船

が後進をかけてＢ船から離れたが、その直後、Ｂ船は転覆した。 

Ａ船は、Ｂ船の４人を乗せ、船長Ａが１１８番で事故通報を行い、

来援した巡視艇の伴走を受けて五島市福江港に入港し、Ｂ船は、３１

日にクレーン台船により引き揚げられて福江港に運ばれ、陸揚げされ

た。 

気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約５０㎝ 

 その他の事項 

 

Ａ船及びＢ船は、本事故発生当日の朝方に衝突現場付近で出会い、

両船船長が以後の予定などの雑談を交わしていた。 

Ｂ船は、汽笛を備えていたが、Ａ船に対して避航を促す注意喚起信

号を行っていなかった。 

Ｂ船の右舷船首側にいた釣り客以外の釣り客２人は、船尾側の両舷

で釣りをしていた。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、椛島南東方沖をＢ船に向けて西進中、船長Ａが釣り客との

雑談に意識を向け、見張りを適切に行っていなかったことから目前で

Ｂ船に気付き、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、椛島南東方沖で錨泊して釣り中、Ａ船の接近に気付いた

が、釣果の情報を交換し合う関係であったことから、不安を感じずに

接近してくるＡ船を見ていたところ、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

原因 本事故は、椛島南東方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が錨泊中、

船長Ａが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したこと

により発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・他船に接近する場合は操船に専念すること。 

 




